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１．はじめに

愛知県のほぼ中ほどに位置する豊田市は、トヨタ自動車株式会社の本拠地として世界

に知られている。このように世界でも有数な工業都市である反面、南アルプスをその源

とし、市の中央を南北に貫流する一級河川矢作川はこの地に豊穣な自然をもたらし、豊

田市域の約７０％が農地や森林で占められている。豊田市の都市としての歴史は浅く、市

制施行は１９５１年である。しかし、その後、自動車産業とともに急速な発展を遂げ、１９９８年

には、愛知県内で初の中核市となるに至った。さらに、２００５年４月、近隣６町村―藤岡

町、小原村、足助町、下山村、旭町、稲武町―との合併をはたした。

本研究は、豊田市が市の水道料金の中で使用量１m３あたり１円を、水源である矢作川

上流の森林保全にあてる「水道水源保全基金」として徴収していること、およびその基

金が、本来は、今回合併された６町村の森林保全に費やされるために創設された基金で

あったことに関心を抱き、はじめたものである。そこで、本稿ではまず、豊田市合併に

伴う各町村の水道料金の変化、次に基金の在り方を、事例報告とともに検討していきた

い。

＊ 本稿は、２０００５年１０月２９日に開催された生活経済学会中部部会第１７回研究報告大会における発表を基とし
ている。本稿の作成にあたり、中京大学千田純一教授、愛知大学奥野博幸教授、椙山学園大学東珠美教授か
ら有益な示唆をいただいたことをここに感謝する。また、貴重な資料を提供くださるとともに、再三にわた
るわれわれの質問に迅速かつ丁寧にお答えいただいた豊田市上下水道局ならびに豊田市産業部森林課の職
員の皆様に謝意を表する。なお、本稿の基盤となる研究は、平成１７年度科学研究費補助金（課題番号１７３３００４７）
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２．豊田市の合併に伴う水道料金の変化

豊田市の人口は１９５１年の市制施行以来、約１１倍と順調な伸びを遂げ、２００５年の合併前は

３６万人弱であった（図１）。これに対して、合併された６町村は、約１万９千人を有する

藤岡町以外、小規模な町村で占められている（図２）。

実際、合併により、豊田市の面積は約３倍に拡大されるものの、人口は５万人の増加

で４０万人に、さらに水道の給水人口にいたっては１．１２倍となるにすぎない（表１）。

水道事業は、原則として市町が経営することとされており、独立採算制が基本である。

また、水道事業は、計画給水人口５，００１人以上の上水道事業と５，０００人以下の簡易水道事業

に分類される。ちなみに、豊田市と藤岡町は上水道事業、それ以外の町村はすべて簡易

水道事業を営んでいた。上水道事業は、多額の費用を要するダム開発などの事業を除き、

通常は国庫助成制度は適用されない。他方、簡易水道事業は経営基盤が小規模で脆弱で

あるため、施設整備にかかわる国庫助成制度が設けられており、取水、導水、浄水、配

水の各施設とそれらの施設設置に必要最低限の用地、および補償費が補助対象となって

いる。ただし、その補助率は、市町の財政力指数１により決定される。

１ ２００３年度の財政力指数は、豊田市１．８２、藤岡町１．１９、小原村０．４９、足助町０．４０、下山村０．３３、旭町０，４５、
稲武町０．５１である。

図１ 豊田市の人口推移
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項 目 豊 田 市 藤 岡 町 小 原 村 足 助 町 下 山 村 旭 町 稲 武 町 合 計

面 積 290.11 km２ 65.58 km２ 74.54 km２ 193.27 km２ 114.18 km２ 82.16 km２ 98.63 km２ 918.47 km２

人 口 356,049 人 18,879 人 4,337 人 9,894 人 5,618 人 3,615 人 3,241 人 401,633 人

世帯数 130,008世帯 5,333 世帯 1,261 世帯 2,800 世帯 1,629 世帯 1,097 世帯 1,069 世帯 143,197世帯

図２ ６町村の人口推移

（藤岡町 小原村 足助町 下山村 旭町 稲武町）

注）折れ線グラフは、上位から順に藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町、稲武町を表している。

表１ 合併前
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財政力指数は一般に１を基準に判断するが、豊田市と藤岡町以外の町村の財政力指数

は、何れも０．５に満たず、さしたる財源のない地域である。合併に伴う特例交付金が５年

を限度とし、最高１０億円まで交付される２が、財政力の乏しい地域をかかえた新豊田市の

責務は重いといえよう。

次に、水道事業の基盤である水道料金体系の説明に移る。水道料金は、使用水量にか

かわりなく負担せねばならない基本料金と、使用水量に応じて負担する水量料金（使用

料金）の二部料金制を採っている。基本料金は施設の建設に要した費用を回収するため

に設定された料金で、固定制であるのに対し、維持管理に要した費用の回収を目的とす

る水量料金は、逓増従量料金制を採るのが一般的である（図３）。さらに、基本料金、水

量料金はともに水道管の口径の大きさや使途（家庭用一般、家庭用集合、営業用、工業

用、官公署・学校用など）により決定される。したがって、水道料金の比較を行う際に

は、これらを定めておく必要がある。そこで、今後は、一般家庭を想定し、１人あたり

２ヶ月の平均使用水量が１０～１５m３であること、および家庭用水量器の口径は１３mm、２０

mmの何れかであることを考慮し、４人から成る家庭が１３mm、または２０mm口径の水道

管で１ヶ月２０m３もしくは３０m３の水を使用するケースを検討する。

２００６年度より豊田市では、合併６町村に対して、合併前の豊田市の水道料金体系を適

用する。そこで、合併前の豊田市の水道料金を県内外の地域と比較・検討してみる。

まず、愛知県内２９市においては、１ヶ月２０m３を１３mm口径の水道管で使用した場合

は、豊田市は３番目に料金が高く、２０mm口径の場合には１５番目である。ちなみに、名

２ 交付限度額は、５億円＋１億円×（合併関係市町村数－２）として計算される。

図３ 二部料金制のイメージ
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古屋市は、１３mm口径では７位、２０mm口径では１０位を占めている３。一方、全国中核市

３２市と比較してみると、１３mm口径で１６位、２０mm口径で１５位となっている。なお、図

４、図５は、それぞれ県内２８市、全国３２中核市と豊田市の水道料金を比較したデータの

抜粋である。したがって、豊田市の水道料金は、愛知県内ではやや高め、県外では中庸

の設定といえよう。

豊田市の水道料金体系を合併町村のそれと比較したのが表２～表４である。表２は、

１ヶ月１３mm口径で使用水量が２０m３と３０m３の場合を表しており、合併後、大半の町村で

料金が低下することがわかる。さらに、表３の１ヶ月２０mm口径で２０m３と３０m３の使用水

量では、小原村の１ヶ所を除いたすべてで料金は低下し、しかもその下がり幅が４０％台、

５０％台にのぼる町村も出現する。合併に伴うこのような水道料金の低下傾向は、１ヶ月

１３mm口径で水量２０m３を使用したときの基本料金と１ m３あたりの平均料金を比較した

３ 日本水道協会の行った調査によれば、名古屋市は、大都市圏の１１自治体中、給水収益は最下位であるが、
比較的水源に恵まれているため、給水原価は５番目に良好であった（２００５年１０月２１日日本経済新聞）。

４ 豊田市の水道料金体系に従い厳密に計算すれば小数点以下の単位も生ずるが、料金徴収時には、小数点以
下は切り捨てられている。

図４ 県内の事業体との比較

＊数値は２００４年３月３１日

１ヶ月２０m３使用（愛知県内２８市と豊田市の水道料金比較）

口径１３㎜：豊田市３位（２５３０．５円）４

尾張旭市１位（２５７２円）、名古屋市７位（２３１５円）…上図参照

口径２０㎜：豊田市１５位（２６３５．５円）

津島市１位（３９９０円）、名古屋市１０位（２７８２円）
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表４の結果から、むしろ当然といえよう。

これまで、県内外の都市と比較した場合には、豊田市の水道料金が必ずしも低価格と

はいいがたいが、合併６町村と比較すれば、豊田市の料金がはるかに廉価であることが

観察された。しかし、水道料金は固定的な基本料金と逓増的な使用水量料金から構成さ

れており、工業都市である豊田市の水量料金はかなり逓増的である。したがって、使用

水量が増加すればするほど、豊田市の水道料金が合併町村より高くなる可能性が生ずる

（図６）。ただし、現実には、合併６町村にはさしたる産業はないため、このような料金

使用量 ２０m3（円） （％） ３０m3（円） （％）

豊田市 ２５３０．５ ４２２１

藤原町 ３１００ －１８．９ ４８００ －１２．１

小原村 １９９８ ＋２６．７ ３０４８ ＋３８．５

足助町 ２９８１ －１５．１ ４５６１ －７．５

下山村 ３５７０ －２９．１ ４８３０ －１２．６

旭 町 ２６２５ －３．６ ３６７５ ＋１４．９

稲武町 ２９５５ －１４．４ ４３６５ －３．３

図５ 他の中核市との比較

＊数値は２００４年３月３１日

口径１３㎜：豊田市１６位（２５３０．５円）…上図参照

長崎市１位（４４１５円）、

口径２０㎜：豊田市１５位（２６３５．５円）、豊橋市３３位（１４３８円）

郡山市１位（５１１３円）、倉敷市３３位（１８２７円）

表２ １ヶ月の水道料金－１３mm口径－
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基本料金（円） 平均料金／1 m3（円）

豊田市 ８２９．５ ８５．０５

藤岡町 １３００ ９０

小原村 １２０８ ３９．５

足助町 １３１２ ８３．４５

下山村 １２６０ １１５．５

旭 町 ５２５ １０５

稲武町 ８４０ １０５．７５

使用量 20 m3（円） （％） 30 m3（円） （％）

豊田市 ２６３５．５ ４３２６

藤原町 ５５００ －５２．１ ７２００ －４０．０

小原村 ２７７３ －５．０ ３７８３ ＋１４．４

足助町 ４５８８ －４２．６ ６２７８ －１３．１

下山村 ５２９２ －５０．２ ６５２２ －３４．０

旭 町 ３３５０ －２１．３ ４７１０ －８．２

稲武町 ３３２２ －２０．１ ４７３２ －８．６

表３ １ヶ月の水道料金－２０mm口径－

表４ 基本料金と平均料金／1 m3

（１３mm口径１ヶ月 20 m3使用）

図６ 水道料金の比較（１３mm口径：１ヶ月）
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の逆転現象は起こらないであろう。

以上から、通常は豊田市の水道料金が合併町村のそれより低く設定されていることが

確認されたが、その原因は何に求められるのであろうか。われわれはそれを探るべく、

水道管の延長距離と水道施設数、給水人口に着目した。合併６町村と合併前の豊田市、

および合併後の豊田市のそれぞれについて、管路延長距離を給水人口で除し、給水人口

１人あたりの管路延長を求めたのが表５である。この表から、旧豊田市、新豊田市の順

に数値が低く、それら数値は何れも他の合併町村と１桁ないし２桁異なっていることが

示される。また、給水人口１人あたりの施設数を表した表６においても同様の現象がみ

られた。非常に単純ではあるがこうした結果は、規模が大きいほど費用が低下する、い

わゆる規模の経済の一つの証左と解釈されるのではないか。ただし、新豊田市が旧豊田

市より数値的には好ましくないのは、規模の経済を損なうものではなく、状態の悪い地

区を取り込んだためと考えられる。

A（人） B（km） C（人）

豊田市 ３５７，８０２ ２，２２３ ０．００６２

藤原町 １９，０１６ １８６ ０．００９８

小原村 ４，１９８ １８２ ０．０４３４

足助町 ９，６３７ ３３３ ０．０３４６

下山村 ４，６０９ １７３ ０．０３７５

旭町 ３，４８０ １４７ ０．０４２２

稲武町 ３，１０６ １０５ ０．０３３８

新豊田市 ４０１，８４８ ３，３４９ ０．００８３

A（人） D（ヵ所） E（ヵ所）

豊田市 ３５７，８０２ １３７ ０．０００４

藤原町 １９，０１６ ５８ ０．００３１

小原村 ４，１９８ ３１ ０．００７４

足助町 ９，６３７ ６０ ０．００６２

下山村 ４，６０９ ３１ ０．００６７

旭町 ３，４８０ ４６ ０．０１３２

稲武町 ３，１０６ ５０ ０．０１６１

新豊田市 ４０１，８４８ ４１３ ０．００１０

表５ A：給水人口 B：管路延長 C：B÷A

表６ A：給水人口 D：施設数 E：D÷A
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次に、一般家庭に限らず、水道事業全体で捉えた場合、豊田市と合併６町村における

給水原価と供給単価はどのような関係にあるのかを検討する。給水原価は、水１ m３を給

水するのにかかった費用を、供給単価は水１ m３あたりの平均販売価格をさしている。そ

れゆえ、供給単価が給水原価を上回るのが経済的には望ましいが、豊田市以外のすべて

の町村では逆に給水原価が供給単価を大幅に上回っている（表７）。

したがって、合併６町村の赤字総額を導出するには、町村ごとに１ m３あたりの給水原

価から供給単価を差し引いた差額、すなわち１ m３あたりの赤字額に有水収量を乗じて計

算した赤字額を足し合わせればよい。こうして求められた２００４年度の合併６町村の赤字

総額は７億１千万円である。これらの赤字は、従来は補助金によって補填されていたが、

合併後は各町村への補助金が消失し、豊田市が引き受けることとなる。２００４年度の豊田

市水道事業の純益は７億３千万円にのぼるため、当面はこの範囲内でまかなえるもの

の、今後いかに処理するかは大きな課題である。

これと同時に、合併後の供給価格の設定も、重要な問題である。そこで、合併に伴う

各町村の供給価格の変化を検討してみよう。

豊田市と合併６町村を、使用水量に応じて２つのグループ、

第１グループ：少量使用（一般家庭）、第２グループ：多量使用（大企業）

に分類する。また、記号を

�
�

� （�����；�����）：第�地区の第 �グループの使用水量

�
�

� （�����；�����）：第�地区の第 �グループの水道料金

と定めれば、各地区の供給単価はそれぞれ、

�地区（豊田市）の供給単価�
�

�

A（円） B（円） B－A（円） 有収水量（m３）

豊田市 １７７．８５ １９２．８９ １５．０４ ４３，３１６，４４３

藤岡町 ２９９．４３ １８２．６９ －１１６．７４ ２，２３６，９３８

小原村 ２９０．２２ １６３．３２ －１２６．９ ３８４，７３５

足助町 ３５８．９４ １６８．２６ －１９０．６８ ９３６，４４４

下山村 ４８７．３７ １９３．７１ －２９３．６６ ４０９，１５２

旭町 ２６２．４８ １４０．０４ －１２２．４４ ３７４，９４６

稲武町 ３１０．１０ １３９．２４ －１７０．８６ ３５０，０２８

表７ A：給水原価／1 m3 B：供給単価／1 m3

愛知県豊田市水道水源保全事業の経済的評価
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と表される。なお、�地区は６町村より構成されているため、�
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�には各町村を表す添え

字を付すべきであるが、議論の本質には変わりはないため、煩雑化を避け、�
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�を代表的

な合併町村として扱うこととした。
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が導かれる。新豊田市への移行後は、各町村において、�
�

�
�

��
�

���が成立しやすいで

あろう。したがって、旧豊田市は合併町村に合併後、補助を与えることを意味する。そ

の補助の大きさは、各町村によって異なることとなる。

水道料金は、合併時は各町村の現行どおりとし、１年が経過した２００６年度より豊田市

の料金体系に統一される。ただし、２００６年度の１年間に限り、現行料金の１．５倍を超える
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使用者に対しては軽減されるが、これに該当する可能性があるのは、小原村の一部と使

用水量のかなり多い消費者のみである。

これらを勘案すれば、遠からず豊田市の水道料金の改定が浮上してくるであろうし、

適正な供給価格をいかに求めるかも課題となってくる。

３．豊田市水道水源事業

豊田市の中央部を流れる一級河川矢作川の全長は１１７ｋｍにわたり、太古は命を育む

母なる川として、近代に至っては、舟運による物流、農業用水、工業用水として、この

地域の活性化に貢献してきた。矢作川は長野県を源とし、その水源地域は長野県、岐阜

県、愛知県の３県にまたがる山間部である。豊田市は、南アルプスから三河湾へと流れ

込む矢作川の中流部分、山間部と平野部の接点に位置している。１１万４千 haにおよぶ矢

作川の上流流域面積８７％にあたる９万９千 haは森林で、そのうち人工林が５万８千 ha

を占めている。豊田市の上水道は、その原水の７０％以上をこの矢作川から得ており、さ

らに発電、工業、農業、上水道用の水源として、上流の矢作ダムの恩恵を受けている。

しかし、林業は高齢化、過疎化にあいまって著しく衰退し、外国木材の大量輸入によ

る木材価格の低迷がそれに拍車をかけた。戦後、矢作川流域ではさかんに植林が行われ

たものの、水源流域の５０％を超える人工林は間伐の時期を迎えても放置され、流域一帯

で荒廃林が目立つようになっていった。

森林は、木材生産以外に、水源の涵養、水質浄化、土地災害の防止、自然環境の保全

といった公益的機能を備えているが、林業の衰退はこれらの機能を急速に低下させるこ

ととなった。森林の有する公益的機能を、林業関係者や水源地域の住民の努力に求める

には限界もあり、公益的機能の恩恵にあずかっている下流水域の住民、自治体、企業も

ともに努力するのが望ましいのは当然である。

矢作川流域では、かなり早い時期から“流域は一つ、運命共同体”という意識の下で、

水質保全や河川浄化に努めてきた。１９６９年には矢作川沿岸水質保全対策協議会が設立さ

れ、１９７８年には愛知県と矢作川流域の県内２０町村から構成される「（財）矢作川水源基金」

が誕生した。こうした土壌があったからこそ、全国に先駆けて豊田市は「豊田市水道水

源保全基金」を設立できたのであろう。

豊田市で設立された「豊田市水道水源保全基金」は、使用水量１ m３あたり１円（税込み

愛知県豊田市水道水源保全事業の経済的評価
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１．０５円）を水道料金に算入する水道料金を原資とする全国初の基金である。１９９４年から

基金の積み立てが開始され、２０００年より間伐事業に着手している。この基金は、安全で

おいしい水を確保するには森林の保全が必要であり、その財源となる基金を豊田市民が

水源地域への感謝の表れとして負担するという趣旨で設立された。なお、徴収された水

道料金の中から水量１ m３あたり１円相当額が、水道事業会計から水道水源保全事業特別

会計に「水道水源保全事業負担金」として支出される。そして負担金の収入を得た特別

会計から、積立金を支出して基金への積み立てが行われる。

図８は、水道水源保全事業の概要を表している。豊田市は、まず、矢作川上流域から

荒廃の進んだ私有の人工林（１１年以上・２ha以上）から水源保全林となる区域を選定し、

森林の水源涵養機能の向上・維持を目的とした間伐中心の公的管理を２０年間実施する。

ただし、それにかかる作業費用の全額は、水道水源保全特別会計から全額支出され、森

林の所有者は公的管理の代償として、期間内の皆抜を禁じられている。基金は年間４千

数百万円得られ、２０００年以降、概ねその半額が間伐事業にあてられている。表８の間伐

事業の実績をみれば、基金は十分成功をおさめていると評価できよう。

豊田市のこの取り組みは、大きな反響を呼ぶこととなった。豊田市の基金に習い、１

m３あたり１円という全く同一の方式を、豊明市、日進市、愛知郡東郷町、愛知郡長久手

町、西加茂郡三好町と名古屋市緑区鳴海町の一部から構成される愛知中部水道事業公団

では２００１年に「水道水源環境保全基金」として創設し、また、蒲郡市では２００３年より「水

図７ 豊田市水道水源保全事業の概要
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道水源基金」を開始した。さらに、現在は、長野県矢作川上流の木曽郡１１町村でも森林

保全を推進するための基金の設置が検討されている。特に、合併前の足助町では、やは

り豊田市と同様の方式で、「森基金」が導入されていた。

他府県に目を向ければ、持続可能な森林を目的とする森林環境税の類は、県単位で導

入、あるいは検討がなされている。高知県では２００３年から「森林環境税」を、２００４年には

岡山県が「おかやま森づくり県民税」を、２００５年には鳥取県が「森林環境保全税」を創

設し、現在、計８県で導入されている。さしたる反対もなく導入された県もあれば、神

奈川県のように住民の抵抗に苦戦した県などさまざまであるが、神奈川県、兵庫県など

の８県も２００６、２００７年度中に導入が予定されている。２００６年１月１１日の朝日新聞によれ

ば、愛知県も検討段階に入り、現在、愛知県も含めた２３県で導入が検討されている。全

国４５の森林整備法人のうち４０法人が借金を抱え、２００４年度末にはその借金が合計１兆

２１１５億円にも達していることを考えれば、都道府県レベルでの森林保全への取り組みが

必要とされるのは無理からぬことである。森林環境を目的とした税は、個人年額３００～５００

円程度、課税方式の大半が個人県民税、法人県民税の均等割りの超過課税となっている。

４．むすびにかえて

「豊田市水道水源保全基金」は、全国の先駆けとなり、非常に価値のある試みといえ

よう。しかし、おいしい水を提供してくれる河川の下流域に生活する者としての義務で

もなく、受益者負担でもなく、感謝の気持ちとして基金を創設し、その基金の対象であっ

た町村（藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町、稲武町）がすべて豊田市と合併した

今、それら町村自らが基金を負担することとなり、本来の意味は失われつつある。２０００

年からは、豊田市内の荒廃した森林を一般財源で間伐しているが、基金の支給対象となっ

間伐面積（ha） 測量面積（ha） 負担金額（円）

２０００年度 ５１．５１ １１０．６２ １７，３２０，８００

２００１年度 ８５．５９ １２５．６４ ２０，４５７，７８０

２００２年度 ９４．１６ １３８．１２ ２２，１７２，４３０

２００３年度 １２５．７８ １２９．９７ ２８，０９５，９８０

２００４年度 １１４．７２ １２３．０４ ２３，６７２，５２０

表８ 間伐実績

愛知県豊田市水道水源保全事業の経済的評価
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た森林保全林も豊田市となった今、財源の使い分けにも議論の余地がある。また、年間

約４千万円以上の基金に２００万円以上の消費税が課税されており、二重課税的な様相を呈

しているのは否めない。水源保全の手段としては、使用料、手数料、分担金、基金、租

税などが挙げられるが、他府県がすべて県レベルで税として導入しているという事実を

熟考せねばならない。導入の検討段階にある愛知県が、森林環境税の導入に踏み切った

場合には、豊田市民にとって、超過負担か否かの議論も生ずるであろう。閉鎖性水域で

あれば、市町村、市町村の行政範囲を超える流域や森林に関しては、都道府県と市町村

との連携管理が望ましいのかもしれない。確かな成果はあがったものの、感謝の表れと

しての本来の意味を失いつつある豊田市の基金を、“水”という受益をいかに考えるか、

公平性の観点も含め、見直しが求められよう。また、合併により、各町村の得ていた補

助金が打ち切られ、合併に伴う交付金もやがて途絶えたとき、現行の水道料金体系を維

持できるのか、あるいは改定すべきかも重要な問題である。

したがって、われわれは、今後、経済学的見地から本稿の事実を踏まえ、森林の持続

可能な成長モデルを構築し、豊田市の基金方式と税方式の最適化問題を分析するととも

に、水道の適正な供給価格の範囲を導出したいと考えている。
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